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平成２３年２月２３日 

細  則 第 ６ 号 

最終改正 令和８年３月１２日細則第４号 

    

  国立大学法人筑波技術大学産業技術学部履修細則 

（趣旨） 

第１条 この細則は，国立大学法人筑波技術大学学則（平成２２年学則第１号）及び国立大学法人

筑波技術大学履修規程（平成１７年規程第７号。以下「履修規程」という。）に規定するもののほ

か，産業技術学部の専門コースの配属・履修要件及び編入学生の履修要件等について，必要な事

項を定めるものとする。 

（専門コース） 

第２条 履修にあたって，次の表に定める専門コースを設ける。 

学科名 専門コース名 

産業情報学科 

 

 

情報科学コース 

先端機械工学コース 

建築学コース 

支援技術学コース 情報保障工学領域 

         福祉機器工学領域 

         福祉住環境学領域 

総合デザイン学科 クリエイティブデザイン学コース 

支援技術学コース アクセシブルデザイン学領域 

 

（産業情報学科における配属・履修要件） 

第３条 産業情報学科における配属方法及び履修要件は，次に掲げるとおりとする。 

（１）原則として，２年次への進級時に専門コース及び領域への配属を行う。配属後の専門コース

及び領域の変更については，別に定める。 

（２）次の表に定める修得単位数を満たさなかった場合，原則として「特別研究」を履修すること

はできない。 

 

情報科学コース 

教養教育系科目 
産業情報学 

基礎教育科目 
専門基礎教育科目 

専門教育科目 

３０単位以上 

（必修科目１２単位，

選択必修科目３単位

以上を含む。） 

２１単位以上 ６単位以上 

（必修科目６単位以

上を含む。） 

４１単位以上 

（必修科目３単位以

上，選択必修科目８単

位以上を含む。） 



 

先端機械工学コース 

教養教育系科目 
産業情報学 

基礎教育科目 
専門基礎教育科目 

専門教育科目 

３０単位以上 

（必修科目１２単位，

選択必修科目３単位

以上を含む。） 

２１単位以上 １５単位以上 ３２単位以上 

（必修科目２４単位

以上を含む。） 

 

建築学コース 

教養教育系科目 
産業情報学 

基礎教育科目 
専門基礎教育科目 

専門教育科目 

３０単位以上 

（必修科目１２単位，

選択必修科目３単位

以上を含む。） 

２１単位以上 １１単位以上 ３６単位以上 

（必修科目・選択必修

科目２５単位以上を

含む。） 

 

支援技術学コース 情報保障工学領域 

教養教育系科目 
産業情報学 

基礎教育科目 
専門基礎教育科目 

専門教育科目 

３０単位以上 

（必修科目１２単位，

選択必修科目３単位

以上を含む。） 

２１単位以上 ６単位以上 

（必修科目６単位以 

上を含む。） 

４１単位以上 

（必修科目１３単位， 

選択科目２８単位（情 

報系専門教育科目２ 

１単位）以上を含む。） 

 

支援技術学コース 福祉機器工学領域 

教養教育系科目 
産業情報学 

基礎教育科目 
専門基礎教育科目 

専門教育科目 

３０単位以上 

（必修科目１２単位，

選択必修科目３単位

以上を含む。） 

２１単位以上 １３単位以上 ３４単位以上 

（必修科目１７単位 

以上を含む。） 

 

  



支援技術学コース 福祉住環境学領域 

教養教育系科目 
産業情報学 

基礎教育科目 
専門基礎教育科目 

専門教育科目 

３０単位以上 

（必修科目１２単位，

選択必修科目３単位

以上を含む。） 

２１単位以上 １１単位以上 ３６単位以上 

（必修科目・選択必修

科目１９単位以上を

含む。） 

 

（総合デザイン学科における配属・履修要件） 

第４条 総合デザイン学科における配属方法及び履修要件は，次に掲げるとおりとする。 

（１）原則として，２年次への進級時に専門コースへの配属を行う。配属後の専門コースの変更に

ついては，別に定める。 

（２）次の表に定める修得単位数を満たさなかった場合，原則として「特別研究」を履修すること 

はできない。 

 

クリエイティブデザイン学コース 

教養教育系科目 
デザイン学 

基礎教育科目 

専門教育科目 

３０単位以上 

（必修科目１２単位，選択必

修科目３単位以上を含む。） 

２１単位以上 

（必修科目１４単位を含 

む。） 

４７単位以上 

（必修科目６単位，選択必修科 

目６単位以上を含む。） 

 

支援技術学コース アクセシブルデザイン学領域 

教養教育系科目 
デザイン学 

基礎教育科目 

専門教育科目 

３０単位以上 

（必修科目１２単位，選択必

修科目３単位以上を含む。） 

２１単位以上 

（必修科目１４単位を含 

む。） 

４７単位以上 

（必修科目６単位以上，選択必修

科目６単位以上を含む。） 

 

（産業情報学科及び総合デザイン学科における編入学生の履修要件等） 

第５条 産業情報学科及び総合デザイン学科の編入学生における履修要件等は，次に掲げるとおり

とする。 

（１）産業情報学科及び総合デザイン学科における２年次・３年次編入学生は，入学時に単位認定

を受けた単位数と入学後に履修する科目の単位数の合計が，各科目区分における科目の総単位

数を超えて履修することはできない。 

（２）産業情報学科及び総合デザイン学科における２年次編入学生が履修する教養教育系科目及び

専門教育系科目のうち，卒業までに修得が必要な科目区分及び単位数は次のとおりとする。こ

れらの科目は，必修・選択必修・選択の別，標準履修年次に関わらず修得しなければならない。 



 

 教養教育系科目 専門教育系科目 

産業情報学科 英語Ｂ（必修）のほか,１５単位

以上 

産業情報学基礎教育科目から７単位

以上 

総合デザイン学科 デザイン学基礎教育科目から７単位

以上 

（３）産業情報学科の編入学生が「特別研究」を履修するにあたっては,第３条第２号に関わらず，

卒業に必要な修得単位として算入できる単位を９８単位以上修得していれば履修することがで

きる。ただし, 教養教育系科目,産業情報学基礎教育科目, 専門基礎教育科目,専門教育科目の

各科目区分において，卒業に必要な修得単位数を超過した単位数については，これに算入しな

い。 

（４）総合デザイン学科の編入学生が「特別研究」を履修するにあたっては，第４条第２号に関わ

らず，卒業に必要な修得単位として算入できる単位を９８単位以上修得していれば履修するこ

とができる。ただし, 教養教育系科目,デザイン学基礎教育科目，専門教育科目の各科目区分に

おいて，卒業に必要な修得単位数を超過した単位数については，これに算入しない。 

 

（その他） 

第６条 「１」及び「２」が付されている組授業科目の履修において，「２」が付されている授業科

目の履修に当たっては，「１」が付されている授業科目の評価（履修規程第７条に定める評語の

成績）を得ていることを必要とする。  

２ 他の学部・学科・コース・領域の開講する授業科目の履修については，次に掲げるとおりとする。 

（１）所属する学科長ならびに授業担当教員の承認が得られる場合には，産業技術学部の他の学科・

コース・領域の開講する授業科目および共生社会創成学部共生社会創成学科聴覚障害コースの

開講する授業科目を履修することができる。 

（２）（１）で履修した科目の修得単位数のうち６単位までを専門基礎教育科目もしくは専門教育科

目における選択科目の卒業に必要な修得単位数に算入することができる。また,第３条第２号及

び第４条第２号に定める「特別研究」を履修するために必要な修得単位数にも算入することがで

きる。 

３ 各年次の履修に際しては，前年度までの単位修得状況により，指導や制限を加えることがある。 

４ この細則に規定するもののほか，学則第３１条に規定する特別研究の履修方法及び評価方法及

び学則第３５条第４項に規定する早期卒業要件に関し必要な事項は学部教授会において別に定

める。 

 

   附 則 

この細則は，平成２３年４月１日から施行する。ただし，平成２２年度以前の入学者については，

なお従前の例による。 

附 則 



この細則は，平成２６年４月１日から施行する。ただし，平成２２年度以前の入学者については， 

なお従前の例による。 

附 則 

この細則は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，平成２７年度以前の入学者については， 

なお従前の例による。 

附 則 

この細則は，令和２年４月１日から施行する。ただし，令和元年度以前の入学者については，な

お従前の例による。 

附 則 

この細則は，令和３年１０月１日から施行する。ただし，令和元年度以前の入学者については，

なお従前の例による。 

附 則 

この細則は，令和６年６月２日から施行し，同年４月１日から適用する。 

附 則 

この細則は，令和７年４月１日から施行する。ただし，令和６年度以前の入学者については，な

お従前の例による。 

  附 則 

この細則は，令和８年４月１日から施行する。ただし，令和７年度以前の入学者については，な

お従前の例による。 

 

 

 


